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　高校までに勉強してきた「憲法」と，大学の
講義での「憲法」との違いに戸惑ってしまう学
生は少なくありません。両者をスムーズに架橋
するためには，大学生がどこで／何に戸惑って
いるのかを明らかにしたうえで，その「躓きの
もと」を丁寧に取り除いていくことが必要です
が，そのためには，教育学と憲法学の知見の両
方が求められます。
　本連載は，教育学の専門家と憲法学の専門家
とがコラボレーションすることで，上記の課題
に取り組むことを目指します。2人の往復書簡
というかたちを採りながら，まず教育学および
法教育の立場から，大学生が憲法学のどこに躓
いているのか，憲法学の説明が不足している部
分はどこにあるのかを示し，その問題提起を承
けて，憲法学の立場から応答・説明するという
スタイルで進んでいきます。読者の皆さんと一
緒に，ちょっと違った角度から憲法を「探検」
していければと思っています。

探検する憲法――問いから始める道案内

増えた段階で振り返ったときに，意外に理解が
進んだり，いかに基本的な考え方ができていな
いかがわかったりすることがあります。本連載
では，学びなおし（「再履修」ではありません）
と称して，アラカルト方式でテーマを選び，民
法総則が扱う基本的な事項の再確認と思考力の
鍛錬をしようと考えています。読者対象は，民
法総則を学習ずみの学部生・法科大学院生で
す。叙述の内容に研究としての価値はありませ
んので，研究者や実務家の先生方には退屈です
（新規性・独創性・先端応用性・資料的価値は
ゼロですから，先生方は手を抜かずに，本格的
な研究論文に当たってくださいね）。

　初学者は，民法を学ぶ際に，民法総則から始
めることが多いようです。ところが，民法総則
は，その後に学ぶ民法の各編や商法・民事訴訟
法その他の法律で定められている制度・規律の
基礎であり，これらに関係なく内容を理解する
のは，けっこう難しい。他方で，学習の質量が
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